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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS K 6242 規格群（加硫ゴム－加熱条件下で揮発する硫黄化合物の定量法）は，次に示す部で構成す

る。 

JIS K 6242-1 第 1 部：硫黄 

JIS K 6242-2 第 2 部：硫黄化合物 
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日本産業規格          JIS 
 K 6242-2：2026 
 

加硫ゴム－加熱条件下で揮発する 
硫黄化合物の定量法－第 2 部：硫黄化合物 

Rubber, vulcanized-Quantitative analysis methods for volatilized sulfur and 
sulfur compounds under heating conditions-Part 2: Sulfur compounds 

 

1 適用範囲 

この規格は，加硫ゴムを加熱した際に揮発する硫黄化合物量を，ガスクロマトグラフ（GC）又はイオン

クロマトグラフを用いて求める方法について規定する。なお，この規格で測定可能な硫黄化合物は，硫化

水素（H2S），硫化カルボニル（COS），二硫化炭素（CS2）及び二酸化硫黄（SO2）である。 

この方法は，加硫ゴムの熱分解温度を超えて使用するものではない。 

警告 この規格の利用者は，通常の実験室での作業に精通していることを前提とする。この規格は，そ

の使用に関連して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。この規格の利用

者は，各自の責任において安全及び健康に対する適切な措置をとらなければならない。 

注記 この方法で求める硫黄化合物量は，一定の加熱条件下で加硫ゴムから揮発する硫黄化合物量であ

り，加硫ゴムから揮発可能な全ての硫黄化合物量を求めるものではない。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 0114 ガスクロマトグラフィー通則 

JIS K 0127 イオンクロマトグラフィー通則 

JIS K 0214 分析化学用語（クロマトグラフィー部門） 

JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 

JIS K 1107 窒素 

JIS K 6200 ゴム－用語 

JIS K 8230 過酸化水素（試薬） 

JIS K 8732 二硫化炭素（試薬） 

JIS K 8891 メタノール（試薬） 

JIS K 8962 硫酸カリウム（試薬） 

JIS K 8987 硫酸ナトリウム（試薬） 


